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第1章 策定に当たって 

 経営戦略改定の趣旨 

下水道事業は、汚水を排除・処理し、公共用水域の水質を保全するとともに、浸水

を防除し、住民の快適で安全な生活環境を維持する重要な役割を担っており、その経

営は、使用料収入をもって事業に係る費用を賄う独立採算制を基本としています。 

公共下水道事業の経営環境は、施設の老朽化に伴う更新投資の増大、将来の人口減

少に伴う使用料収入の減少等により厳しさを増すことが予想され、事業継続のために

は不断の経営努力が求められます。 

このような中、総務省は「『経営戦略』の改定推進について」（令和4年1月25日付）

において、今後の人口減少の進行や施設の老朽化の深刻化等を考慮し、策定した経営

戦略に沿った取組等の状況を踏まえつつ、PDCAサイクルを通じて質を高めていくこと

の重要性が示されました。 

また、近年、埼玉県八潮市において流域下水道幹線の陥没事故が発生し、下水道施

設の老朽化や維持管理のあり方が、住民生活や都市機能に重大な影響を及ぼす可能性

があることが社会的に認識されました。この事案は、計画的な施設更新や適切な維持

管理の重要性に加え、下水道事業経営におけるリスクへの対応を含めた持続可能な事

業運営の必要性を示すものです。 

さらに、人口減少の進行に加え、資材費・エネルギー価格・人件費等の物価高騰が

事業運営に与える影響は年々大きくなっており、経営戦略については、単に策定する

ことにとどまらず、こうした社会経済情勢の変化を的確に反映した、実際の事業運営

において実行可能な内容として見直していくことが求められています。特に、限られ

た財源の中で事業を継続していくためには、投資の優先順位付けや財源確保の在り方

を含め、現実的かつ持続性のある経営判断が必要となります。 

このため、前期の経営戦略において定めた施策やその取り組みの管理と検証・評価

を行うとともに、将来予測等の見直しを行い、今後の下水道事業における経営基盤の

さらなる強化を図ることを目的に、今回の改定を実施します。 
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 経営戦略の位置付け 

本経営戦略の策定に当たっては、「第 6 次上尾市総合計画（R3～R12）」や「上尾市都

市計画マスタープラン2020（R3～R12）」、「上尾市国土強靭化地域計画」等、既存の計

画との整合を図るものとします。また、国・県の関連計画、上尾市公共下水道全体計

画、上尾市生活排水処理基本計画、上尾市雨水管理総合計画、上尾市公共下水道維持

管理方針等との整合も図り、上尾市公共下水道事業の中長期的な経営の基本計画とし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.1 経営戦略の位置付け 

 

 
【目標年次 令和 12 年度】 
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①第 6 次上尾市総合計画 後期基本計画 

第 6 次上尾市総合計画 後期基本計画においては下水道に関連する“未来に引き継

ぐ環境と共生するまちづくり”の中で、上下水道の目指す姿として「安心・安全な上

下水道が適切に管理されている」ことが挙げられ、そのひとつとして下水道に関連す

る具体的な施策が示されています。 

 
出典：第6次上尾市総合計画 後期基本計画 p.92（令和8年度） 
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②上尾市都市計画マスタープラン2020（R3～R12） 

上位計画である第6次上尾市総合計画の策定に合わせ、概ね20年先の将来を見据え

た都市計画の基本方針として「上尾市都市計画マスタープラン2020（2024年8月改定）」

を策定し、都市基盤整備の中で具体的な目標水準とそれに向けた実現方法が示されて

います。 

 
出典：上尾市都市計画マスタープラン2020 p.55（令和6年度改定） 

 
 計画期間 

上尾市公共下水道事業経営戦略の計画期間は令和3年度から令和12年度までの10年

間としており、今回は中間評価を実施し、その結果を踏まえた見直しとなります。 
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第2章 経営の基本方針 

 事業の現状と課題 

1.1 事業の概要 

本市の下水道は、昭和45年に上尾市公共下水道全体計画を策定し、昭和46年より荒

川左岸南部流域下水道関連の公共下水道として都市計画決定及び事業認可を取得し

事業着手しています。現在まで数次にわたる事業計画区域を拡大し、地域住民の生活

環境の改善と河川等の公共用水域の水質保全に寄与しています。 

令和6年度末までに2,519.1haの処理区域の整備を進め、下水道普及率は86.4%に達

しています。 

本市の下水道事業の現況を表 2.1に示します。 

上尾市公共下水道全体計画は、上位計画である「荒川流域別下水道整備総合計画」

に基づき令和31年度を目標年度としています。事業計画区域による集計では、令和6

年度末の行政区域内人口は230,211人、処理区域内人口は198,923人、うち水洗化人口

は192,848人となっており、水洗化率は96.9%となっています。 

 

表 2.1 下水道事業の現況（令和6年度末） 

項目 全体計画 令和6年度実績値 

目標年次 令和31年度 - 

下水道排除方式 分流式（一部合流式） 同左 

行政区域面積 4,551ha 同左 

下水道 

整備面積 

汚水 2,694.1ha 2,519.1ha 

雨水 4,011.2ha 1,405.3ha 

行政区域内人口 201,000人  230,211人 

処理区域内人口 180,000人  198,923人 

下水道普及率 - 86.4% 

水洗化人口 - 192,848人 

水洗化率 - 96.9% 

出典：全体計画値⇒荒川左岸南部流域関連上尾市公共下水道全体計画説明書（令和6年度） 
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図 2.1 汚水整備区域図 

 
図 2.2 雨水整備区域図 
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1.2 施設の状況 

（ 1 ）下水管渠 

本市の下水道管路は昭和40年度から、令和6年度末現在で総延長約799kmが敷設され

ています。 

 
以下に年度別排除方式別施工延長を示します。 

 
表 2.2 年度別排除方式別施工延長（1/2） 
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表 2.2 年度別排除方式別施工延長（2/2） 

 
※1 老朽管の長寿命化工事を含む                令和６年度末時点 

※2 合流式のマイナス表記は分流化による除却 

 

以下に年度別排除方式別施工延長を整理します。 

 

 
図 2.3 年度別排除方式別施工延長 

 

  

施工年度 分流式（汚水） 分流式（雨水） 合流式 計 割合（％）
H14 2002 23 15,261.03 125.96 30.97 15,417.96 1.93%
H15 2003 22 14,265.62 621.37 0.00 14,886.99 1.86%
H16 2004 21 13,051.42 2,944.76 110.79 16,106.97 2.02%
H17 2005 20 12,291.56 230.91 0.00 12,522.47 1.57%
H18 2006 19 14,654.77 151.50 0.00 14,806.27 1.85%
H19 2007 18 17,082.79 102.00 0.00 17,184.79 2.15%
H20 2008 17 13,311.30 211.99 62.01 13,585.30 1.70%
H21 2009 16 12,437.91 747.40 46.95 13,232.26 1.66%
H22 2010 15 14,841.74 4.50 0.00 14,846.24 1.86%
H23 2011 14 13,353.78 632.46 0.00 13,986.24 1.75%
H24 2012 13 11,346.18 142.03 0.00 11,488.21 1.44%
H25 2013 12 12,909.49 260.98 0.00 13,170.47 1.65%
H26 2014 11 11,366.91 365.17 0.00 11,732.08 1.47%
H27 2015 10 14,027.54 582.90 0.00 14,610.44 1.83%
H28 2016 9 11,256.83 3,322.35 0.00 14,579.18 1.82%
H29 2017 8 13,376.19 649.69 0.00 14,025.88 1.76%
H30 2018 7 11,657.42 772.61 0.00 12,430.03 1.56%
H31 2019 6 11,562.20 843.68 0.00 12,405.88 1.55%
R2 2020 5 9,604.78 74.97 -31.00 9,648.75 1.21%
R3 2021 4 7,068.69 871.08 0.00 7,939.77 0.99%
R4 2022 3 7,895.78 222.84 -84.30 8,034.32 1.01%
R5 2023 2 3,421.09 264.32 0.00 3,685.41 0.46%
R6 2024 1 5,884.41 0.00 0.00 5,884.41 0.74%

不明 2,507.65 5,271.79 162.81 7,942.25 0.99%
合計 704,038.49 57,037.97 37,937.13 799,013.59 100%

経過年数
施工延長※（m)

R
6 
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（ 2 ）ポンプ場施設 

本市の汚水は、すべて埼玉県の荒川左岸南部流域下水道事務所が管理する荒川水循

環センターにより処理されているため、本市が所有する下水処理場はありません。本

市が所有するポンプ場は汚水ポンプ場及びマンホールポンプ場となります。ポンプ場、

マンホールポンプ場の一覧を以下に示します。 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

図 2.4 ポンプ場、マンホールポンプ場位置図 
 

表 2.3 ポンプ場一覧 
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表 2.4 ポンプ場耐震化・耐水化一覧 

 
※1 L1地震動は中規模の地震で、その構造物の耐用年数中に1回以上は受ける

可能性が高い地震動。 

※2 L2地震動は想定できる範囲でその構造物が受けると予想される最大規模

の地震動。 

具体的には震度6弱以上、兵庫県南部地震規模を指している。 

   ※3 柏座ポンプ、芝川ポンプ場、本山ポンプ場は、平成14年度に簡易耐震診断

を実施したが、令和5、6年度は全てのポンプ場において最新の基準により

耐震診断を実施。 

※4 耐水化は“上尾市下水道施設耐水化計画(R5.2)”に基づき記載。 

 

 

表 2.5 マンホールポンプ場一覧 

NO 名称 施工年月 

1 原市No.1 H8.3 

2 原市No.2 H8.3 

3 平塚No.1 H11.3 

4 平塚No.2 H24.3 

5 平方 H14.3 

6 西貝塚 H13.3 

7 上 H24.3 

8 富士見貯留管 H26.3 

9 西宮下貯留管 H26.3 

10 堤崎 R2.2 
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1.3 下水道使用料の状況 

下水道使用料は、一般用は基本使用料と汚水排除量に応じた従量使用料による二部

使用料制（公衆浴場用は従量使用料制）です。 

平成26年10月の使用料改定では、従量料金の改定とあわせ、それまでの基本水量制

を廃止しました。 

表 2.6 下水道使用料（税抜） 

 
 

令和6年度末における水洗化人口は192,848人と、平成26年度と比較すると約1万9千

人増加しています。 

年間有収水量は水洗化人口の伸びに比例して、平成26年度と比較すると約157万m3

増加しています。 

下水道使用料収入は平成26年10月の料金改定により平成27年度にかけて大きく増

加し、年間有収水量の伸びに比例して増加しています。 
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図 2.5 水洗化人口及び年間有収水量の推移 

 

 
※1 平成30年度は打ち切り決算のため参考値 

※2 平成26年度から平成30年度は公営企業移行前で消費税込み表記 

※3 令和元年度より公営企業移行のため消費税抜き表示 

図 2.6 下水道使用料収入の推移 
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1.4 組織の状況 

本市の公共下水道事業は、平成26年度の組織再編に伴い、水道部との組織統合によ

り、上下水道部となりました。これにより、上下水道に係る窓口のワンストップ化や、

上下水道職員間の情報共有の面において事務効率の向上が図られました。 

令和6年度の公共下水道事業の職員は26名、平均年齢は42.3歳、平均在課年数は3年

です。 

 

 

図 2.7 組織の状況 

（令和 6 年度上尾市水道事業決算書、令和 6年度下水道事業決算書参照） 
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1.5 これまでの経営健全化の取り組み  

平成28年度には、公共下水道事業の安定的かつ持続的な経営を図る観点から全体計

画区域の見直しを行い、汚水計画面積を4,003haから2,684haへ縮小しております。 

経営改善の主な取り組みとしては、豊富な知識と経験を持った信頼のある民間業者

のノウハウを生かし、安全かつより効率的な業務を推進するため、公共下水道ポンプ

場維持管理業務、ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務、ポンプ場計装及び低圧電

気設備保守点検業務、水質等調査業務等の業務委託を行っています。加えて、作業の

効率化や正確性の向上を図るため、受益者負担金管理システム、土木積算システム、

公営企業会計システム等の各種システムを導入しています。 

さらに、使用料収入の基盤となる水洗化を促進するため、未水洗世帯への戸別訪問

や広報活動による接続の働きかけを継続的に行うとともに、ホームページ・広報によ

る情報発信を通じて市民の理解促進に努めてきました。これらの取り組みにより、令

和6年度末の水洗化率は96.9%、経費回収率は87.3%となっています。 

しかし、将来の人口減少等により公共下水道事業は一層厳しい経営環境となること

が予想されることから、さらに事務の効率化、民間活力の活用の検討を進めていく必

要があります。 

本市では、令和3年3月に令和12年度を目標とした、「上尾市公共下水道事業経営戦

略」の策定を行い、経営の健全化についての取組を開始しました。その後、令和5年度

には下水道使用料改定の必要性の検証を実施し、令和6年度には経費回収率向上に向

けたロードマップを策定しました。 
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1.6 経営比較分析表による現状分析 

経営比較分析表とは、総務省が示した統一様式により、公営企業における経営や施

設の状況を表す指標について、経年変化や類似団体平均との比較分析を行うことで、

現状や課題等を把握することができる資料の一つです。 

経営比較分析表から令和6年度の各指標値を抽出し、図 2.8のとおりレーダーチャー

トを作成しました。類似団体平均（ピンク色）を偏差値50とし、外側に向かうほど各

指標が平均よりも良いことを表します。 

類似団体とは、処理区域内人口規模、処理区域内人口密度等により区分されたもの

で、上尾市は「処理区域内人口10万人以上、処理区域内人口密度75人/ha以上」の区分

に属しています。 

 

 

図 2.8 経営比較分析指標 レーダーチャート（令和6年度） 

 
※1 類似団体平均は総務省公表値を使用、偏差値は以下の方法で算出。 

・ 値が高い方がよい指標 ： 50 + ቀ൫上尾市の値 −  類似団体平均൯ ÷ 標準偏差 × 10ቁ  

・ 値が低い方がよい指標 ： 50 − ቀ൫上尾市の値 −  類似団体平均൯ ÷ 標準偏差 × 10ቁ 

※2 累積欠損金比率・流動比率・施設利用率・有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の指標に

ついては、本市は発生していないため、レーダーチャートから除いている。 

 

続けて、直近4年間における本市の各指標値と令和3年度から令和6年度までの類似

団体平均値との比較を示しています。  
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収益性に関する指標 

業務指標 

 

①経常収支比率（％） 

評価基準 

高い方が良い 

計算式 

 

経常収益

経常費用
×100 

収益性に関する指標 

業務指標 

 

②経費回収率（％） 

評価基準 

100％を超えること 

計算式 

 

下水道使用料収入

汚水処理に要する経費
×100 

効率性に関する指標 

業務指標 

 

③汚水処理原価（円／㎥） 

評価基準 

低い方が良い 

計算式 

 

汚水処理費（公的負担分除く）

年間有収水量

×100 
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効率性に関する指標 

業務指標 

  

④水洗化率 

評価基準 

高い方が良い 

計算式 

 

現在水洗化便所設置人口

現在処理区域内人口
 

×100 

健全性に関する指標 

業務指標 

 

⑤企業債残高対事業規模比率 

評価基準 

低い方が良い 

計算式 

 

（企業債現在高 − 一般会計負担額）

（営業収益 − 受託工事収益

−雨水処理負担金）

 

×100 

施設の老朽化に関する指標 
業務指標 

  

⑥管渠改善率 

評価基準 

高い方が良い 

計算式 

 

改善（更新・改良・修繕）延長

下水道布設延長
 

×100 
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公共下水道事業について、令和6年度のレーダーチャート、令和3年度から令和6年

度までの本市の各指標値及び類似団体の各平均値を比較して、収益性、効率性、健全

性、施設の老朽化状況の4つの観点から分析を行いました。 

 

収益性 

「①経常収支比率」は毎年度の維持管理費や支払利息を使用料収入等でどの程度

賄えているか、「②経費回収率」は汚水処理に要する費用を使用料収入でどの程度賄

えているかを示す指標です。両指標ともに全国平均、類似団体平均を下回る傾向に

あります。いずれも高い方が良い指標ですが、特に「②経費回収率」は令和6年度で

約87％と100％を下回り、近年は低下傾向となっています。また、100％以下を示し

ていることから、汚水処理に要する費用を下水道使用料で賄えていない状況にあり、

その要因として、施設の老朽化等による維持管理費用の増加が挙げられます。 

今後、人口減少による使用料収入の減少が見込まれるため、将来にわたって収益

を適正に確保する必要があります。 

 

効率性 

「③汚水処理原価」は有収水量1㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資

本費と汚水維持管理費の両方を含むコストを表しています。この値は全国平均、類

似団体平均と比べ高い水準となっており、その要因として、施設老朽化等による維

持管理費用の増加や、未普及整備の推進に伴う減価償却費の増加が挙げられます。 

本市は、下水道整備の途中であること、老朽化対策により今後も資本費が増加傾

向となりますが、水洗化の促進により有収水量を増加させる取組を継続するととも

に、投資の効率化や適切な維持管理について分析を行い、増加を抑えていく必要が

あります。 

「④水洗化率」は処理区域内人口のうち、実際に汚水を下水道で処理している人

口の割合です。本市はおおむね97％程度で推移しており、全国平均を上回るものの、

類似団体平均より若干低い水準となっております。公共用水域の水質保全や使用料

収入の確保の観点からも、更なる水洗化率の向上のため、戸別訪問や広報活動によ

る水洗化の促進を継続していく必要があります。 

 

健全性 

「⑤企業債残高対事業規模比率」は企業債の残高と営業収益の比率を示す指標で、

この指標が高い場合は健全性が低い状態を示します。 

本市は、類似団体平均より高く、かつ増加傾向にあります。これは、企業債を財

源とする未普及整備を進めていることが要因であり、今後も下水道整備と老朽化対
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策を予定しているため、未普及整備及び更新事業には企業債の発行は不可避です。

健全な経営を行うため、適切な投資・財政計画を立てて長期的な資金管理を行うと

ともに、企業債の借入額と償還額とのバランスを考慮して企業債を発行する等、更

なる経営改善に努める必要があります。 

 

施設の老朽化状況 

「⑥管渠改善率」は全体の下水道布設延長のうち、その年度に更新・改良した管

渠延長の割合を示す指標です。類似団体と同程度で推移していますが、数値は0.02%

と低く、今後老朽化した管渠の更新が大量に必要になることが想定されます。本市

の管渠改善率が低いのは、現在未普及事業を推進している途上であり、下水道布設

延長が毎年増加していることが要因です。なお、資産の老朽化度合いを示す有形固

定資産減価償却率は、未普及及び更新事業により年々増加傾向にあり、法定耐用年

数を超えた管渠の割合を示す管渠老朽化率は類似団体平均より低く推移していま

すが、今後は法定耐用年数に達する管渠が年々増加していきます。これらを踏まえ、

適切な事業選択の上で整備を継続しつつ、修繕や事業費の平準化を図り、計画的か

つ効率的な維持修繕・改築更新に取り組む必要があります。  
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1.7 県内類似団体との比較による現状分析 

（ 1 ）県内類似団体との比較 

近隣団体との比較から、本市の状況を確認します。 

総務省の類似団体区分では、上尾市はAb類型区分（処理区域内人口10万人以上、処

理区域内人口密度75人/ha以上、供用開始後年数30年以上）に分類されます。埼玉県内

に同じ類似団体区分の団体が少ないため、条件の近いAa区分の団体を含めて類似団体

を抽出しました。表 2.7に県内類似団体の抽出条件、表 2.8に県内類似団体の一覧を

示します。 

表 2.7 県内類似団体の抽出条件 

（令和 6年度） 

 
※1 有収水量密度：処理区域面積1ha当たりの年間有収水量として定義される。下水道事業経営を

左右する要因の一つとして、地理的条件による差異が挙げられるが、人口密度ではそれを的

確に反映させることができないため、有収水量密度を指標として用いている。 
※2 総務省類型区分：処理区域内人口10万人以上かつ人口密度100人／ha以上を「Aa」、処理区域

内人口10万人以上かつ人口密度75人／ha以上を「Ab」と位置付けた区分を用いている。 

 

表 2.8 県内類似団体の一覧 

              （令和 6年度） 

 

地方公営企業法の適用 - 法適用

地域 埼玉県 埼玉県

供用開始後年数 30年以上 50年

事業手法 公共下水道 公共下水道

処理区域内人口密度 75人/ha以上 79人/ha

有収水量密度 5千m3/ha以上 7.4千m3/ha

総務省  類型区分 Aa、Ab Ab

処理区域内人口 10万人以上 約20万人

抽出項目 抽出条件 上尾市

市名
総務省

類似団体区分

上尾市 Ab
川口市 Aa
草加市 Aa
越谷市 Aa
朝霞市 Aa
新座市 Aa
三郷市 Ab
川越市 Ab
所沢市 Ab

春日部市 Ab
戸田市 Aa
入間市 Ab

富士見市 Aa
ふじみ野市 Aa

出典：下水道事業比較経営診断表R6年度（総務省HP）
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（ 2 ）分析結果 

地方公営企業決算状況調査（総務省：令和6年度）を用いて、県内類似団体との比較

を行いました。 

 

表 2.9 県内類似団体の比較 

区分 項目 算出式 上尾市 類似団体 
平均 

事業概要 下水道普及率(%) 
 処理区域内人口(人) 

 行政区域内人口(人） 
86.4 90.7 

効率性 有収率(%) 
年間有収水量(㎥) 

 年間汚水処理水量(㎥) 
87.3 87.2 

健全性 

処理区域内人口1

人あたりの地方債

残高 

（千円/人） 

地方債現在高(千円) 

現在処理区域内人口(人) 
88.0 82.7 

 

 

下水道普及率は、県内類似団体平均を下回っており、国庫補助金の動向を注視した

上で汚水施設整備の継続により向上を目指します。 

公共下水道事業は整備事業が先行し、供用開始後の下水道使用料によりその経費を

回収します。本市は、有収率が県内類似団体平均を上回っており、経費を回収するた

めの施設の効率性が比較的良好であるといえます。 

処理区域内人口1人あたりの地方債残高は平均より高く良好ではありません。今後

も整備を継続することにより残高が増加します。国庫補助金等を活用し、増加を抑え

ることが必要となります。 

  

×100 

×100 
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1.8 上位計画の目標達成状況による現状把握 

「第6次上尾市総合計画」、「上尾市国土強靭化地域計画」及び「上尾市都市計画マス

タープラン2020」に対する令和6年度時点の実績から目標達成状況の確認を行います。 

 

表 2.10 第6次上尾市総合計画に対する目標達成状況 

 
 
 
 

※ 基準値及び目標値は第6次上尾市総合計画前期基本計画により設定 

 
 

表 2.11 上尾市国土強靭化地域計画に対する目標達成状況 

 

 

 

※ 基準値及び目標値は上尾市国土強靭化地域計画令和8年3月改訂版により設定 

 

 

表 2.12 上尾市都市計画マスタープラン2020に対する目標達成状況 
 
 
 
 
 

※ 基準値及び方向性は上尾市都市計画マスタープラン2020令和6年8月改訂版により設定 

  

  

基準値 実績 目標値

平成31年度末 令和6年度末 令和7年度末

公共下水道普及率（人口ベース） 83.2% 86.4% 86.4%

指標

基準値 実績 目標値

令和6年度末 令和6年度末 令和12年度末

下水道管路の耐震化 42.6% 42.6% 45.7%

指標

基準値 実績 方向性

令和2年度末 令和6年度末 令和12年度末

下水道管路耐震化整備率 40.7% 42.6% ↗

下水道整備率 89.1% 93.5% ↗

指標
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1.9 事業の課題 

（ 1 ）普及の促進と、汚水処理原価の抑制 

経営比較分析表による現状分析、類似団体との比較を行った結果、本市では、類似

団体と比較して汚水処理原価が高い傾向にあります。 

汚水処理原価は有収水量1㎥ごとの汚水処理費ですが、内訳として維持管理費と資

本費があります。本市は、下水道普及率が低く、下水道施設を整備する財源である地

方債の借り入れにより、資本費が高くなっています。平成31年度の公営企業会計への

移行により資本費に含まれる費用が地方債償還金から減価償却費となりました。汚水

管整備が概成していないことから、今後も適切な事業選択の上、国庫補助金の動向に

もよるが整備を継続することで減価償却費の大幅な増額を抑えながら、下水道の普及

を促進していくことが課題となります。 

 

（ 2 ）雨水排水対策の推進 

公共下水道の雨水計画では、近年増加している局所的・集中的な大雨による浸水被

害の軽減を図るため、令和8年3月に「上尾市雨水管理総合計画」を改定し、重点的に

浸水対策を実施する区域と地域ごとの対策目標を定めました。雨水管の整備は一般会

計が負担しますが、国庫補助金を積極的に活用することで一般会計の負担を軽減し、

計画通り対策を推進することが課題となります。 

 

（ 3 ）下水道管渠・ポンプ場の耐震化への対応 

本市では、管渠・ポンプ場の耐震化を進めている段階で、水道事業との連携を図り

ながら、上下水道耐震化計画を作成しており、耐震性能を満たしていない施設につい

ては、災害時の機能維持の観点から、速やかに耐震化を行っていくことが課題となり

ます。 
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（ 4 ）施設・設備の老朽化への対応 

施設の計画的な点検・調査と長寿命化を含めた改築を行うストックマネジメントの

手法により、施設全体の機能保全を図っていく必要があります。令和3年度から、1期

あたり5年で修繕、改築を引き続き継続していきます。また、これらの経費に充てるた

めの財源については、国庫補助金を積極的に活用し、企業債の借入を抑制することが

課題となります。 

近年、下水道施設の老朽化に伴う二次災害が発生していることから、本市の下水道

事業では、上尾市公共下水道維持管理方針に基づき、老朽化対策を起点に耐震化・耐

水化を考慮して実施することが課題となります。 

 

（ 5 ）下水道施設の耐水化への対応 

近年、全国各地で豪雨等による浸水被害が頻発しており、気候変動に伴う降雨量の

増加や短時間豪雨の頻発により、下水道の施設計画を超える降雨による内水氾濫のリ

スクが高まっています。こうした災害時においても一定の下水道機能を確保し、下水

道施設の被害による社会的影響を最小限に抑制するため、本市では令和5年2月に「上

尾市下水道施設耐水化計画」を策定し、被災時のリスクが高い公共下水道施設（ポン

プ場）における対象浸水深や対策箇所の優先順位、対策手法、年次計画を定めていま

す。同計画に基づき、下水道BCPの見直しとあわせて、耐震化と一体的に計画的・段階

的に耐水化を進めていくことが課題となります。 
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 将来の事業環境 

2.1 水洗化人口の予測 

公共下水道を使用している水洗化人口は、令和6年度末で192,848人となっています。

今後、新たに整備する区域により水洗化人口が増加し、令和12年度には水洗化人口は

193,427人となる見通しです。 

 

水洗化率は約97.0%と想定し、水洗化人口を試算しました。 

 

水洗化人口＝処理区域内人口×約97.0% 

 

このため、令和12年度まで水洗化人口は微増となりますが、以降の水洗化人口が減

少する可能性が考えられます。 

 

 

図 2.9 水洗化人口の予測 
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2.2 年間有収水量の予測 

本市の公共下水道事業の年間有収水量は、近年の処理区域の拡大と水洗化人口の増

加により微増しています。水洗化人口の増加にもかかわらず、節水機器の普及や使用

者の意識向上による1人当たりの水使用量の減少予測から、年間有収水量は令和6年度

の18,609千㎥から約0.3％減少し、令和12年度には18,549千㎥となる見通しです。 

 

年間有収水量の予測は、以下の考え方で算定を行っています。 

前項で算定した水洗化人口に、令和6年度の年間有収水量と水洗化人口から一人当

たりの有収水量を算定し、予測水洗化人口と一人当たりの有収水量を乗じて算定して

います。一人当たり有収水量は、過年度の減少傾向を推計にも反映した設定としてい

ます。 

 

  
図 2.10 年間有収水量の予測 
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2.3 使用料収入の予測 

使用料収入は、有収水量の増減に連動することから、令和6年度の24億5,700万円か

ら減少し、令和12年度には24億4,800万円となる見通しです。 

令和6年度の使用料収入と有収水量から1㎥当たりの使用料収入を算定し、前項で算

定した予測有収水量と、1㎥当たりの使用料収入を乗じて算定しています。 

 

  

図 2.11 使用料収入の予測 

 

2.4 組織の見通し 

定員管理については、今後も計画区域の整備を継続すること、あわせて施設の更新

や地震対策等が必要なことから、現在の職員体制（下水道に関する土木技術者、電気・

機械設備に関する技術者、さらには公営企業会計に精通した専門事務員）と職員数の

維持は必要となります。 
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 経営戦略の方針 

3.1 基本理念 

下水道は、快適で安全な市民生活を確保するライフラインであるとともに、地域あ

るいはさらに広い範囲での環境を保全・創出するための施設です。また、これらは一

時的に実現すれば良いのではなく、永続的に維持していくことが必要です。 

本市では、下水道の役割を果たしていくために、「快適・安全」、「環境」、「持続」を

キーワードに下水道の基本理念として、「常に未来を見据えた下水道経営により、快

適・安全な環境を次世代につないでいきます」を掲げます。 

 
3.2 基本方針 

基本理念に基づき、以下の3方針を上尾市公共下水道事業の基本方針として設定し

ます。 

 

 

 

この基本方針に従って、今後5年間に重点的・積極的に取り組む具体的な内容（施

策）を、以降に示します。 
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○快適かつ安全安心な都市環境の形成 

市民が衛生的で快適な生活を維持し、安心して暮らせる下水道の実現を目指します。 

 
 

① 公共下水道の普及促進 

快適な生活環境を確保し、河川等の水質汚濁を防止するため、公共下水道の整備を

進めます。 

<目標> 

・汚水整備率  （令和6年度：93.8％→令和12年度：95.8％） 

※汚水整備率 ＝ 汚水整備済区域面積 ÷ 汚水都市計画決定区域面積 

<具体的施策> 

・国庫補助金の動向を注視した上で全体計画区域内の未普及地区の汚水管整備 

 

② 雨水排水対策の推進 

近年増加傾向にある集中豪雨に対し市民の生命と財産を守るため、浸水被害軽減の

対策を進めます。 

<目標> 

・雨水整備率  （令和6年度：68.1%→令和12年度：68.9％） 

※雨水整備率 ＝ 雨水整備済区域面積 ÷ 雨水都市計画決定区域面積 

<具体的施策> 

・「上尾市雨水管理総合計画（令和8年3月）」に基づく雨水管整備 
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○下水道施設の維持向上 

下水道施設の災害リスクへの対応を準備・実施すると共に、故障や破損による下水

道機能の停止や道路陥没等を未然に防止するために、上尾市公共下水道維持管理方針

に基づき日常的・計画的な維持管理を実施すると共に、老朽化対策を起点に下水道施

設の機能を維持・向上させます。なお、環境に配慮した維持管理を推進します。 

 

 

③ 下水道施設の環境対策の推進 

持続可能な循環型社会を形成するため、環境負荷の低減に努めます。 

<目標> 

・汚水ポンプ場設備の省エネルギー化 

・公共用水域の水質管理の徹底 

<具体的施策> 

・汚水ポンプ場への環境配慮型設備の導入 

・定期検査による監視と指導の継続 

 
 

④ 地震対策の推進 

地震時においても汚水・雨水を速やかに排除するという下水道機能を維持するた

め、下水道施設の耐震対策を進めていきます。 

<目標> 

・被災時における下水道機能の確保 

<具体的施策> 

・総合地震対策計画（上下水道耐震化計画）に基づく耐震診断、耐震化工事の実施 

・下水道BCPの更新 

・災害用マンホールトイレの設置 
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⑤ ストックマネジメントの推進 

下水道施設の老朽化による機能停止や道路陥没等の事故を未然に防ぐため、ストッ

クマネジメント計画に基づき、適切な維持管理を進めていきます。 

<目標> 

・持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減 

・ストックマネジメント計画2期までの完了 

<具体的施策> 

・ストックマネジメント計画に基づく調査、点検、評価 

・ストックマネジメント計画に基づく改築、更新 

 
 

⑥ 耐水化への対応 

近年、全国各地で豪雨等による水害が頻発し、甚大な被害が発生しています。浸水

被害による市民生活への影響を抑制するため、気候変動を踏まえた下水道施設の耐

水化を推進します。令和5年2月に策定した「上尾市下水道施設耐水化計画」に基づ

き、被災時にリスクの高い施設から順次耐水化を進めていきます。 

<目標> 

・災害時においても一定の下水道機能の確保 

・耐水化計画に基づく対策の完了 

<具体的施策> 

・耐水化計画に基づく公共下水道施設（ポンプ場）の耐水化対策の実施 

・下水道BCP策定マニュアルに基づくBCPの見直し・更新 
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○健全な下水道経営 

下水道サービスを安定的に提供するため、健全で持続性のある下水道経営を目指し

ます。また、市民の皆様に快適で安全な市民生活が提供できるように、PR活動を積極

的に行います。 

 
 

⑦ 安定した経営の確保 

将来にわたって下水道事業を継続していくため、経営の効率化を図り、安定した下

水道経営の確保に努めます。 

<目標> 

・水洗化率の向上 

・経費回収率の向上 

・効率的な施設の運営 

・効率的な施設の維持管理 

・下水道に関する情報発信 

・人員・技術力の確保 

<具体的施策> 

・戸別訪問や広報活動による水洗化の促進 

・適正な下水道使用料の検討 

・管路、ポンプ場への水の官民連携（ウォーターPPP）の検討 

・DX技術の活用 

・マンホールカードの配布継続、ホームページや広報での情報発信 

・OJT(On the Job Training)の継続実施や外部研修の活用 
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第3章 投資・財政計画の策定 

 投資・財政計画の策定 

1.1 投資試算 

現在、汚水管整備を概成に向けて進めています。あわせて「上尾市雨水管理総合計

画（令和8年3月）」に基づき雨水管の整備を進めていきます。 

本市では、平成31年度に上尾市ストックマネジメント実施方針を策定しました。こ

れはリスク評価等に基づく優先順位付けを行った上で、施策の点検・調査、改築、修

繕計画を策定したもので、これに基づき令和3年度から1期あたり5年間かけて対策を

実施しており、引き続き施設全体の維持管理の最適化を図っていきます。 

さらに、令和4年9月に「上尾市下水道総合地震対策計画」、令和7年1月に「上尾市上

下水道耐震化計画」を策定し、地震への備えとして、被害を最小限にとどめ、非常時

においても下水道の機能が確保できるよう、下水道施設の耐震化を進めていきます。 

本市下水道事業では、普及の推進に加え、老朽化対策を起点に、耐震化と耐水化を

一体的に進めていく計画です。 

これらの事業について、表 3.1に示す目標を設定し、今後5年間の投資計画を策定し

ます。 

 

表 3.1 投資の目標 
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投資の目標を達成するための事業費をはじめ、主な建設改良費について5年間の実

績と今後5年間の事業費を見込んだ投資計画を、表 3.2に示します。 

 

表 3.2 投資計画 

 
※ 四捨五入しているため、内訳と合計が異なる場合がある。 

 
 

1.2 財源試算 

① 財源計画 

公共下水道事業は下水道使用料の収入により経営を行う独立採算制が基本原則で

すが、汚水管整備中であることから、現在のところ一般会計からの基準外繰入金を見

込まずに事業を運営することができません。財源は下水道使用料のほか、企業債、国

庫補助金、一般会計繰入金、負担金等を過去の実績に基づいた内訳で設定しました。

財源計画を、表 3.3に示します。 

 

表 3.3 財源計画 

 
  

単位：百万円
項目 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
汚水管渠整備費 1,081 1,398 1,166 1,469 1,545 1,472 1,007 1,067 1,140 1,506
汚水管渠新設 0 0 0 0 1,488 1,153 613 666 730 1,088
汚水管渠・MP更新（耐震含む） 0 0 0 0 57 319 394 402 410 418

雨水管渠整備費（耐震含む） 76 127 132 59 141 42 205 132 278 145
管渠耐震診断 0 0 0 0 0 0 14 0 15 0
ポンプ場整備費 8 2 0 33 39 646 1,302 878 397 811
ポンプ場耐水化・耐震化 0 0 0 0 0 400 816 416 0 433
ポンプ場設備改築更新 0 0 0 0 0 246 486 462 397 378

事務費 122 131 139 150 176 189 185 189 193 196
流域下水道建設負担金 207 211 209 157 203 234 235 299 212 166
受益者負担金賦課徴収費 13 26 11 9 12 5 5 5 5 5
固定資産購入費 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0
建設改良費 1,507 1,894 1,656 1,878 2,118 2,593 2,953 2,570 2,240 2,828

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

3,503 3,435 3,440 3,481 3,754 3,916 3,832 3,907 3,932 4,000

下水道使用料 2,246 2,235 2,219 2,233 2,226 2,229 2,233 2,228 2,224 2,226

その他収入 1,235 1,200 1,221 1,203 1,240 1,227 1,230 1,220 1,236 1,244

基準外繰入 22 0 0 44 288 461 368 460 472 530

1,861 2,197 1,895 2,004 1,890 1,634 2,913 2,417 2,077 2,618

企業債 902 1,089 924 1,021 1,069 987 1,673 1,457 1,218 1,379

国庫補助金 284 356 303 364 427 458 940 756 661 1,087

その他収入 163 248 149 132 133 109 102 119 157 151

基準外繰入 512 504 520 487 261 80 198 85 41 0

収益的収入

資本的収入

収益的収入

(百万円) 

(百万円) 
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② 内部留保資金の見通し 

内部留保資金の確保水準は、使用料収入の半年分、建設改良費及び企業債償還金の

1年分並びに災害復旧費を見込み、30億円とします。現在のところ増加傾向ですが、今

後一般会計繰入金や内部留保資金の適切な水準について継続的に検討していく必要

があります。 

 

1.3 物価上昇率 

経費については、次のように見込んでいます。上昇率については内閣府「中長期の

経済財政に関する試算」R7.8.7経済財政諮問会議提出資料より算出しました。 

 

職員人件費 令和8年度の予算値に２％の賃金上昇率を見込みます。 

動力費 令和8年度の予算値に２％の物価上昇率を見込みます。 

修繕費 令和8年度の予算値に２％の物価上昇率を見込みます。 

材料費 令和8年度の予算値に２％の物価上昇率を見込みます。 

 

また、流域下水道維持管理負担金は、令和11年度までは埼玉県議会にて議決を得た

単価で推計し、令和12年度以降は、その単価に物価上昇率を見込んで計上しています。

しかしながら、今後負担金単価が値上げされた場合には収支計画を見直す必要があり

ます。 

なお、建設改良費については、1.4%の労務単価上昇率を見込むこととしました。 
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1.4 投資・財政計画 

計画期間内の収入見通しである「投資・財政計画」「投資試算」をはじめとする支

出と「財源試算」により示される収入に基づき作成しました。 

試算で見込んだ主な事業等を表 3.4 に示します。 

 

表 3.4 主な支出と収支の項目（事業等）一覧 
 

（3 条収入） （3条支出） 

下水道使用料 ポンプ場維持管理事業 

雨水処理負担金 ストックマネジメント計画に関する事業 

（計画策定・修繕等） 

他会計補助金（繰入金） 管口カメラ調査事業 

国庫補助金 不明水対策事業 

長期前受金戻入 DX化事業 

 水の官民連携検討事業（ウォーターPPP検討） 

（4条収入） （4条支出） 

企業債 汚水・雨水新規整備事業 

他会計補助金・出資金 
ストックマネジメント計画に関する事業 

（更新等） 

国庫補助金 
総合地震対策計画（上下水道耐震化計画）に

関する事業 

受益者負担金 ポンプ場整備事業（耐水化計画含む） 

 
重要管渠複線化検討事業 

（リダンダンシー検討） 
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表 3.5 投資・財政計画（収益的収支） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある 
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表 3.6 投資・財政計画 （資本的収支） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある 
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1.5 原価計算 

原価計算は、「投資・財政計画」に計上した収入及び費用の計画期間（令和 8 年度

から令和 12 年度までの 5 年間）の平均値から、雨水処理負担金等の公費負担分を控

除した使用料対象収支に基づき、使用料収入によって使用料対象経費をどの程度賄え

ているか（経費回収率）を算定しました。算定の結果、計画期間における経費回収率

は 5 年平均で 82.6％となり、100％を下回っていることから、使用料収入のみでは使

用料対象経費を賄えていない状況にあります。 

表 3.7 原価計算の前提条件 
項目 内容 

供用開始年月日 昭和50年11月1日 

処理区域内人口 198,923人（令和6年度決算統計） 

計算期間 自 令和8年4月 至 令和12年3月（5年間） 

金額単位 千円 

算定の考え方 「投資・財政計画」に計上した収入及び費用の計画

期間（5年間）の平均値（投資・財政計画計上額Ａ）

から、雨水処理負担金等の公費負担分（Ｂ）を控除

した使用料対象収支（Ａ−Ｂ）に基づき算定 
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表 3.8 原価計算表 

 
 

　最近１箇年
　間の実績 R6

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

2,233,317 2,227,849 2,227,849

0

1,247,507 1,688,890 1,688,890

3,480,824 3,916,739 0 3,916,739

　最近１箇年
　間の実績

投資・財政計画
計上額（Ａ）

公費負担分
（Ｂ）

使用料対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

千円 千円 千円 千円

15,811 13,739 7,032 6,706

諸 手 当 13,413 11,143 11,143

福 利 費 7,349 6,276 6,276

25,152 67,490 43,453 24,037

0 1,041 1,041

0

20,498 139,177 37,109 102,068

6,653 9,737 9,737

88,876 248,602 87,594 161,008

給 料 4,652 21,382 21,382

諸 手 当 860 16,490 16,490

福 利 費 1,762 10,443 10,443

38,547 44,850 44,850

52,155 57,019 57,019

0

0

175,534 197,920 1,481 196,439

5,756 9,731 9,731

279,266 357,835 1,481 356,354

給 料 25,189 38,356 10,448 27,908

諸 手 当 15,136 27,776 27,776

福 利 費 11,087 17,601 17,601

729,967 812,109 34,278 777,831

143,175 137,215 14,082 123,133

24,218 43,786 43,786

948,772 1,076,842 58,808 1,018,034

197,459 270,767 37,788 232,979

1,964,887 1,974,498 1,045,021 929,477

269 279 279

2,162,615 2,245,545 1,082,809 1,162,735

3,479,529 3,928,824 1,230,692 2,698,132

2,698,132

(X)／（Y）＊１００＝ 82.57%

合 計 (Y)

使 用 料 対 象 経 費 （ Y ）

小 計

一
 

般
 

管
 

理
 

費

人
件
費

流域下水道管理運営費負担金

委 託 料

そ の 他

小 計

資
本
費

支 払 利 息

減 価 償 却 費

企 業 債 取 扱 諸 費 等

小 計

小 計

ポ
ン
プ
場
費

人
件
費

動 力 費

修 繕 費

材 料 費

薬 品 費

委 託 料

そ の 他

管
渠
費

人
件
費

給 料

修 繕 費

材 料 費

路 面 復 旧 費

委 託 料

そ の 他

受 託 工 事 収 益

そ の 他

合 計

支　　出　　の　　部

項 目
金　　　　　　　　額

使 用 料 (X)

収　入　の　部

項 目
金　　　　　　　　額
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表 3.9 経費回収率の推移 
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第4章 効率化・経営健全化の取り組み 

投資・財政計画に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組みは以下のとおりです。 

 

（ 1 ）組織、人材、定員に関すること 

組織、人材は、安定的な事業運営には不可欠な経営基盤です。中長期的な観点から

計画的に強化が必要である一方で、効率化や合理化も求められています。下水道に関

する土木技術者、電気・機械設備の技術者、公営企業会計に精通した事務職員の育成、

確保のため、短期間での人事異動を極力避けるよう人事部局と協議を進めていきます。

また、OJTの継続的実施と外部研修の積極的活用により、技術の継承や向上を図って

いきます。 

 

（ 2 ）民間活力の活用 

これまで、ポンプ場維持管理業務等の民間委託を行ってきました。今後も、民間事

業者の創意工夫やノウハウの活用により効率的・効果的に維持管理を実施できるよう

業務委託の活用範囲等の検討を行っていきます。 

 

（ 3 ）下水道使用料の適正水準の検討 

下水道事業において、本来雨水公費・汚水私費の原則から、汚水処理に要する経費

は下水道使用料で賄うことが原則ですが、現状は一般会計からの赤字補てんの繰入に

依存して事業を運営しています。将来にわたって安定的に事業を継続していくため、

適正な下水道使用料水準の検討を進め、自立した経営基盤の構築を図っていきます。 

 

（ 4 ）事業の効率化 

本市下水道事業では、ヒト・モノ・カネに関する経営資源を有効に機能させるため、

積極的なDXの活用・推進に努め、下水道事業の効率化を促進していきます。 
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第5章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

本経営戦略は、令和3年度～令和12年度までの10年間を計画期間としています。こ

の間、経営戦略の進捗管理として、各事業の実施内容や進捗状況、施策の達成度の確

認を毎年行います。 

また、当初計画との乖離や新たな課題の発生状況、地震対策等の新たな計画や各種

計画の見直しの状況を踏まえて、3～5年後を目途に戦略の評価を実施し、必要に応じ

て経営戦略の改定を行います。 

事業評価にあたっては、計画策定（Plan）→事業の推進（Do）→達成状況の評価（Check）

→改善・見直し（Action）のPDCAサイクルを実践していきます。 

なお、財政収支の見通しにおいては、施設の老朽化に伴う更新・改良投資の増大や、

資材費・エネルギー価格の高騰、将来的な人口減少に伴う使用料収入の減少等により、

計画期間内において収益的収支が赤字に転じることが見込まれます。下水道事業は独

立採算制を基本としており、将来にわたって安定的に事業を継続するためには、適切

な財源確保が不可欠です。 

このため、PDCAサイクルによる進捗管理・検証の中で収支状況を継続的に把握・評

価し、効率化・経営健全化の取り組みを進めるとともに、事業の持続可能性の確保に

向けて、下水道使用料の適正水準についても検討を行い、必要に応じて使用料改定を

含めた経営改善措置を講じることとします。 

 

 

図 5.1 PDCAサイクル 
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参考資料 経費回収率向上に向けたロードマップ 
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参考資料（長期収支シミュレーション）－収益的収支（令和3年度～令和47年度）－（1/5） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－収益的収支（令和3年度～令和47年度）－（2/5） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある 
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参考資料（長期収支シミュレーション）－収益的収支（令和3年度～令和47年度）－（3/5） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－収益的収支（令和3年度～令和47年度）－（4/5） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－収益的収支（令和 3 年度～令和 47 年度）－（5/5） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある 
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参考資料（長期収支シミュレーション）－資本的収支（令和3年度～令和47年度）－（1/5） 

  
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－資本的収支（令和3年度～令和47年度）－（2/5） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－資本的収支（令和3年度～令和47年度）－（3/5） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－資本的収支（令和3年度～令和47年度）－（4/5） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある
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参考資料（長期収支シミュレーション）－資本的収支（令和3年度～令和47年度）－（5/5） 

 
※ 端数調整のため合計が一致しない場合がある 

 

 
 
 


